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ＪＲ東海ユニオンは、３月19日の団体交渉において、
2026年度新賃金及び夏季手当について、会社発足以来最
高となる月例賃金総額19,000円の賃金引上げ（「標準乗
数４とする定期昇給の年度初完全実施」、「35歳ポイン
トの基本給10,500円引き上げ」、「職務手当の見直し」
等）、「夏季手当3.1箇月支給」とする会社回答を引き
出した。

２０２６春季生活闘争にあたっては、組織内及び産別
での議論を踏まえ、中央委員会での機関決定を経て要求
内容を確立した。２月５日の申し入れ以降、要求趣旨に
則り、会社と真摯な議論を重ねる中で、組合員の弛まぬ
努力によって生産性の向上と利益水準の押し上げを成し
遂げてきたことを、改めて労使で確認してきた。そのう
えで、私たちは、「人財こそが最大の財産」との絶対的
価値観の下、未来を見据えた「人財への投資」を掲げ、
賃金面での前進を基軸とする労働条件の向上に取り組ん
できた。あわせて、組合員が安心して意欲高く当社の社
会的使命を果たし続けられるよう、満額回答の必要性を
強く主張してきた。

そして本日、会社回答として、「標準乗数４とする定
期昇給の年度初完全実施」を確保するとともに、全組合
員に恩恵が及ぶことから徹底的にこだわってきた純ベア
については、ＪＲ東海ユニオン発足以来最高額となる
「35歳ポイントの基本給10,500円引き上げ」を引き出し
た。この水準は、直近１年間の物価上昇率を上回るとと
もに、生産性向上分も加味した賃金引き上げとして、会
社が「人財への投資」として応えたものと受け止めてい
る。今後も経営体力の再強化等の取組みにより、更なる
生産性向上に努め、継続的な賃上げの実現に全力で取り
組んでいく。

夏季手当については、上期から続いてきた大阪・関西
万博輸送の集大成、年末年始輸送の完遂をはじめ、この
半期における組合員の奮闘と成果に対し、「3.1箇月」
の満額回答を引き出した。日々の安全・安定輸送の確保、
付加価値を高めたサービスの提供、安全安心な地域医療
の維持、中央新幹線建設の推進、グループ一体となった
収益力強化に努めてきたことに対し、夏季手当として過
去最高支給月数となる満額回答で応えたものと受け止め
ている。

また、諸手当等の改善として、職務手当の支給金額の
引き上げや支給対象の拡大を実現した。激甚化する災害
や酷暑・寒冷下での作業、夜勤・泊勤務を含む不規則勤
務、３Ｋ作業に対する忌避感の高まり等、業務を取り巻
く環境の変化を踏まえ、職務手当のあり方について重点

中央執行委員会見解 的に議論を重ねてきた。その結果、「勤務の不規則性や
拘束性」、「安全・安定輸送を直接的に担うことにより
強いられる高い即応性や緊張感」という二つの観点が会
社から示され、各系統の職務実態も踏まえた見直しが図
られた。あわせて、当社沿線外に事業エリアが拡大する
状況を踏まえ、「自転車等通勤者の通勤手当見直し」に
ついても改善が図られた。その一方、職務手当、通勤手
当のいずれについても、なお課題が残されているため、
今後の労使交渉・協議において継続的に議論を積み重ね
ていく。

加えて、中央新幹線建設に係る総工事費の見直しを受
けて、組合員が将来にわたり安心して意欲高く長く働き
続けられる環境を整える観点から、この間労使で志向し
てきた安定的支給ベースのあり方についても議論を深め
た。その結果、「期末手当の支給月数については、安定
的支給ベース以上の支給月数を維持してきた例年の支給
実績を踏まえつつ、人材は最大の経営資源という考えの
下、社員の貢献に報いるべく、引き続き社員が安心して
意欲高く働くことができる賃金の水準を維持していく」
との見解を引き出した。これは、健全経営と安定配当を

維持していく方向性を示したものと受け止めており、組
合員の将来不安の払拭につながるものである。

以上のとおり、今次春闘においては、賃金面での前進
と諸課題に関する議論の深度化を確認した。要求に届か
なかった点や積み残した課題はあるものの、この間の組
合員の献身的な取組みと努力、そして想いに対し、会社
が真摯に向き合い、組合員の貢献に報いる内容であるこ
とを確認し、中央執行委員会は本回答をもって妥結を判
断した。

２０２６春季生活闘争では、各職場において昼夜を問
わず奮闘し、安全・安定輸送、医療の安全、会社の発展
を支えてきた組合員の想いの詰まった檄布・檄色紙・檄
ＦＡＸ・檄Ｔシャツ・檄ムービーや春闘集会等の取組み
を通じ、これまでにない規模の激励の声が寄せられた。
さらに、各級機関が労使協議等に精力的に取り組み、全
組織一体となって総がかりの春闘を創り上げたことは、
組織強化の面でも大きな成果であった。

力強く交渉を支えていただいたすべての組合員、関係者
に心から感謝を申し上げる。引き続き、「ハートフルカ
ンパニーの実現」に向けて、今次交渉において積み残し
た課題の解決に全力で取り組む決意を表明し、妥結にあ
たっての中央執行委員会見解とする。
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東海旅客鉄道労働組合
中 央 執 行 委 員 会

会社発足以来最高となる月例賃金総額19,000円の賃金引き上げ
（標準乗数「４」の定昇完全実施、35歳ポイント基本給10,500円引き上げ、職務手当の見直し等）

夏季手当３.１箇月 満額支給！！

（１）



会社：回答にあたって

２０２６春闘を｢ＯＮＥチーム｣で闘い抜いたすべての組合員･ご家族に感謝申し上げます

■夏季手当支給額
✓35歳ポイント※で １，０８２，８００円 支給
基準額は、基準日（６月１日）現在における基準内賃金及び補償措置額の月額の合計に

支給月数を乗じて得た額

１ 新賃金
（１）定期昇給の標準乗数は４とする。
（２）35歳ポイントの基本給を10,500円引き上げる。
（３）職務手当等の見直し ※以下参照
（４）日直・宿直手当を以下のとおり引き上げる。

日直手当：５時間を超える場合300円、５時間以内の場合200円
宿直手当：８時間を超える場合300円、８時間以内の場合200円

２ 夏季手当
（１）支給月数は、３.１箇月分とする。
（２）支給日は、６月30日以降準備でき次第とする。

■2026年度 新賃金の諸元
✓35歳ポイント※の基準内賃金は、３４９，３００円

※35歳ポイントとは･･･会社が示す、35歳 標準的なモデルケース社員

＜２０２６春闘で得られた主な成果および確認出来た事項＞

・自転車等通勤者の通勤手当区分等の見直しを確認（45km以上の
区分を新設、一部区分の手当額の増額）

・リロクラブにおけるＴＤＲ・ＵＳＪの利用回数について、各４回

から計８回に変更することを確認
・別居手当の支給対象となる社員の家族が、当該社員の単身赴任中
に、持家や家族用社宅など一般補給金を受給していない住宅から

賃貸住宅に転居した場合でも当該賃貸住宅に対して一般住宅補給
金を支給できるようルールを見直すことを確認

・山梨(甲府)地区において単身者用借上げ社宅老朽化の状態に応じ、

順次会社負担で新しい社宅へ転居を実施していることを確認
・接客制帽について、夏用制帽を通年利用とし、額が触れる部分が
着脱・洗濯可能になるなど、通気性・快適性・メンテナンス性が

向上したことを確認
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